
 

一 

○
平
成
九
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
七
十
四
号(

電
気
通
信
番
号
規
則
の
細
目
を
定
め
た
件)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案 

新
旧
対
照
条
文
（
案
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 
 
 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
 

第
一
条 

（
略
） 

 

第
二
条 

規
則
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
付
加
的
な
機
能
を
用
い
て
提
供

す
る
電
気
通
信
役
務
の
内
容
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

本
邦
内
の
場
所
と
の
間
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
の
内
容
を
識
別

す
る
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
三
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
条 

（
略
） 

 

第
四
条 

規
則
別
表
第
二
の
十
三
の
項
第
一
号
の
電
気
通
信
番
号
は
第
二
条
第
一
号
に

規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
電
気
通
信
番
号
は
第
二
条
第
二
号

に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
（
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
よ
う
と

第
一
条 

（
略
） 

 

第
二
条 

規
則
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
付
加
的
な
機
能
を
用
い
て
提
供

す
る
電
気
通
信
役
務
の
内
容
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

本
邦
内
の
場
所
と
の
間
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
の
内
容
を
識
別

す
る
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
三
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
条 

（
略
） 

 

第
四
条 

規
則
別
表
第
二
の
十
三
の
項
第
一
号
の
電
気
通
信
番
号
は
第
二
条
第
一
号
に

規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
電
気
通
信
番
号
は
第
二
条
第
二
号

に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
と
す
る
。 

 

２紙別 



 

二 

す
る
電
気
通
信
番
号
が
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
設
備
が
有
す
る
付
加

的
な
機
能
を
用
い
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
内
容
を
識
別
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
気
通
信
番
号
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 別
表
第
一
号
～
第

二
号
 
（
略
）
 

別
表
第
三
号
（
第

二
条
第
二
号
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）

電
報

受
付

機
能

（
電
報

の
受

付
に
関

す
る

機
能
を

い
う

。
）

又
は
電

報
類

似
サ

ー
ビ

ス
受

付
機
能

（
民

間
事
業

者
に

よ
る
信

書
の

送
達
に

関
す

る
法

律
（

平
成

14
年

法
律
第

99
号

）
第

2条
第
9
項

に
規
定

す
る

特
定
信

書
便

事

業
者

が
提

供
す

る
同

条
第

7
項

に
規

定
す

る
特

定
信

書
便

役
務

（
電

話
に

よ
り

引
き

受
け

た
内
容

に
基

づ
き
作

成
し

た
信
書

便
物

を
送
達

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
そ

の
提
供

条
件

が
電
報

に
準

ず
る
も

の
に

限
る
。

）
の

受
付

に
関
す
る
機
能
を
い
う
。
）
 

1
15 

（
略
）
 

（
略
）

 

別
表
第
一
号
～
第
二
号
 
（
略
）
 

別
表
第
三
号
（
第
二
条
第
二
号
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

電
報
受
付
機
能
（
電
報
の
受
付
に
関
す
る
機
能
を
い
う
。
）
 

1
1
5
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


